
よくある質問　Q＆A
マイナポータルって？

健康保険証の利用登録

マイナポータル
Ｑ：暗証番号がわからなくなったら？

Ａ：入力ミス等でロックされた、暗証番号がわからなくなった場合は、ご本人
がマイナンバーカードを持参のうえ市役所または支所にお越しください
（平日 8時 30 分～17 時 15 分）。再設定手続きをします。

Ｑ：住所・氏名が変わった
　　  A１、A２には、４桁および６桁以上の暗証番号の入力が必要です。手続き

をしないと、カードが利用できなくなる、再交付料金がかかる場合があり
ます。

Ａ1：袋井市内で引越し、又は氏名変更した場合
　　  マイナンバーカードに新住所・新氏名の追記、電子証明書の手続きが必要

です。ご本人または同一世帯の方がカードをご持参のうえ、市役所または
支所の窓口にお越しください。

Ａ2：袋井市外への引越しの場合
　　  旧住所地：転出手続き時にマイナンバーカードを所持していることを窓

　　　　　口で申し出てください。
　　  新住所地：転入先の市区町村窓口にマイナンバーカードを持参し、転入と

　　　　　継続利用の手続きをしてください。
　　  ※新住所地に住み始めた日から14日を過ぎて転入手続きをした場合、カー

ドが継続して利用できない場合があります。

Ａ3：国外への引越しの場合
　　  転出手続き時、マイナンバーカードに「国外転出により返納」の記載をした

後、返却します。コンビニ交付や電子申請等の手続きには利用できなくな
ります。

　　  国外から再転入（再入国）した場合は、転入手続きを行う市区町村窓口にマ
イナンバーカードを持参し返納してください。必要に応じて新しいカード
の申請をしてください。

●ご本人が同意すれば、初めての医療機関でも特定健診情報や、今までの薬
剤情報が医師等と共有できるようになります。
●限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支
払が免除されます。※自治体独自の医療費助成については書類の持参が必
要です。
●マイナポータルを利用して、自分の特定健診情報を閲覧できるようになり
ます。
　また、確定申告の際、マイナポータルを通じて医療費控除の手続き時にご
本人の医療費が自動入力出来ます。

例えばこんないいことがあります！

●子育てや介護をはじめとする行政手続きの情報検索や、オンライン申請が
できたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイト
です。
　マイナンバーカードを使って、保育園の申し込みや、介護保険関連の手続き、
児童扶養手当等の手続きの一部が利用できます。

※カードを使わずに利用できる手続きもあります。
　https://myna.go.jp/

マイナンバーカードを健康保険証としても利用できるようになりました。
※今までの健康保険証も引き続き利用できます。
マイナポータルから利用登録後、医療機関の窓口で専用の読み取り機器にカー
ドをかざすことで、ご本人の医療保険の資格を確認します。
対応している医療機関は厚生労働省ホームページで確認できます。

もっとくわしく知りたい！

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
（厚生労働省）
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